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要    約 

１． 調査の背景・目的及び内容 
 
 フィリピン国（以下「比」国とする）は、近年の工業化の進展にともない、産業廃

棄物の発生量が増大しており、有害廃棄物のうち、廃酸、廃アルカリ、廃油、重金属

を含む汚でい等の排出者がその処理に困窮する状況が続いている。 
 有害廃棄物管理のため、「比」国は、有害廃棄物管理に係る共和国法（RA）6969
を 1990年に、その施行規則である DAO92-29を 1992年に施行しており、有害廃棄
物管理に係る基礎的な法体系の整備は終わっている。また、有害廃棄物処理施設の建

設許可手続きにおける環境影響評価の実施とその結果に基づく環境適合証明書

（Environmental Compliance Certificate: ECC）の交付システムを通じた、適正な
処理施設の整備誘導の仕組みも確立されている。 
 しかしながら、DAO92-29に基づく法の執行が十分ではないこともあり、法に適合
した有害廃棄物の流れが未だ形成されていないのが実情である。発生する有害廃棄物

を発生源の外（オフサイト）で処理する適当な処理施設がほとんど未整備な状況、例

えば、有害廃棄物を処分するための処分場が無いこともあり、発生源で処理できない

有害廃棄物が内部（オンサイト）に滞留する事態が続いている。このような状況にあ

るため、不明な処理が行われている可能性も指摘される。 
 近年、「比」国では輸出加工区を整備するなど、積極的に外資の導入を図っているが、

それらの地区に進出した工場は、発生する有害廃棄物のオフサイト処理の受け皿がな

く、またその廃棄物を海外に輸出するには手間とコストがかかることもあり、工場敷

地内に保管しているところが多くなっている。このような状況は、輸出企業の

ISO14001 の取得が重要となりつつある中で、海外からの新たな投資の敬遠要因とし
て懸念されている。 
 そこで、「比」国では、有害産業廃棄物による環境汚染を防止するとともに、今後の

健全な工業発展を実現するため、その処理・リサイクルの体制整備が急務となってい

る。 
 本調査は、以上のような背景から、「比」国の有害産業廃棄物対策のマスタープラン

を作成することを目的として「比」国と JICAとの共同で実施することになったもの
である。 
 
 本調査は、「比」国が、投資環境の整備、及び、健全な工業の発展のため不可欠な産

業廃棄物管理を進めていくため、適切な行政体制の構築方法や処理事業を担う民間セ

クターの振興策、短期アクションプラン等を含む、2010年までの有害産業廃棄物管理
マスタープランを策定することを目的として実施された。 
 

２． 調査の概要 
 
 調査の対象とした廃棄物は、「比」国 RA6969、DAO92-29 の有害廃棄物のカテゴ
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リーに該当する産業廃棄物であるが、ただし感染性廃棄物は除いている。 
 調査対象地域は、「比」国全体としたが、詳細な実態把握に関する調査は、マニラ首

都圏及び CALABARZON 地区を対象として実施した。調査の内容構成は次のとおり
である。 
１．社会経済の概況 
２．民間セクターの産業廃棄物への対応 
３．産業廃棄物に係る海外ドナーによる支援、協力の現状 
４．他国の有害産業廃棄物の処理状況 
５．有害廃棄物の発生、保管、輸送、処理・リサイクル、処分の現状把握 
６．有害廃棄物の規制や行政の現状の把握と評価 
７．データベースとデータ管理システムの作成 
８．有害廃棄物の発生量の推計 
９．有害廃棄物の問題点と課題の特定 
10．有害廃棄物の処理・リサイクル対策の基本方針の設定 
11．有害廃棄物の処理方法と処理施設整備の基本構想の策定 
12．発生源での適正処理・リサイクル対策の促進策の策定 
13．モデル有害廃棄物処理施設整備計画の策定 
14．法及び行政の強化計画の策定 
15．民間の参加・協力促進計画の策定 
16．短期行動計画の策定 

 
３． 調査期間及び調査の体制 

 
 調査は、2000年 9月にスタートし、11月下旬までを基礎情報の収集と解析・整理、
2000年 12月から 2001年 2月にかけて、マスタープランの作成を行った。また、調
査は、日比の共同調査として実施された。 

 
４． 報告書の構成 

 
 本報告書の構成は、第 1 編（現状）、第 2 編（マスタープラン）と資料編で構成さ
れている。なお、資料編は、英語版のみ作成している。第 1編（現状）は、５章によ
って構成されている。第 2編（マスタープラン）は、9章によって構成されている。
以下にその概要をしめす。 
 

５． 「比」国の有害廃棄物管理の現状 
 

5.1 第 1章では、有害廃棄物の発生と関りのある経済・産業の状況についての基礎情報を
整理し、特に有害廃棄物の発生と関連の深い電気・電子機器の製造部門が大きく発展

していることを示した。また、投資は外資によるところが大きく、有害廃棄物管理の

確立が「比」国の投資環境にとって重要な意味を持つことを明らかにした。 
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5.2 第 2章では、2000年末の発生源登録数が 1,079件であり、推定される潜在発生源数
の内のわずかな数に留まっていること、発生源での有害廃棄物の保管、自己処理、デ

ータ管理等において改善の余地があること、特に有害廃棄物管理に関する認識が低い

こと、また社内の管理体制が十分ではないことが明らかであった。輸送業者は、52社
の登録があり、専従で営業しているのは 35 社であるが、車両のない業者に許可が出
されていること、有害廃棄物の輸送に適している車両を保有していないことや、マニ

フェストの伝達が機能していないなどの問題が見られる。 
 処理業者は 21 社営業しているが、そのほとんどは、リサイクル関係で、かつ、施
設の規模が小さい。特筆すべき前進は、セブ島でのめっき廃液の処理施設、ラグナ地

域にある医療系廃棄物の焼却施設で、いずれも適切な運営管理が行われている点であ

る。一方、問題点は、有害廃棄物の埋立処分場、熱処理施設の不在であり、また国が

発生源の自己処理施設の実態について十分に掌握していないことである。なお、発生

源での ISO14001取得の動き、民間のサイクル事業への意欲的な進出、NGOの活動
など、将来の発展の芽が顕れていることも指摘した。 
 

5.3 第 3章では、有害廃棄物の法・規則、行政の現状を示した。有害廃棄物管理の枠組み
は、RA6969,DAO92-29により用意されている。RA6969では、有害廃棄物管理の基
本理念を以下のように定めている。 

• 有害廃棄物の輸入禁止(経由地としても輸入の禁止) 
• 廃棄物管理を次のような優先順位のもとで推進（減量化、リサイクル及び再

利用、処理及び最終的選択としての処分） 
• 有害廃棄物管理により汚染や人の健康または動植物への悪影響、環境の有益

利用が制限されること等の回避 
• 有害廃棄物発生源の責任による適切な有害廃棄物管理 
• 有害廃棄物発生源が有害廃棄物の適正処理、保管、廃棄のコストを負担する

こと（汚染者負担の原則：Polluter-Pays-Principle） 
 法・規則の外枠は用意されているが、有害廃棄物管理のための処理の基準や TSD
施設に関する技術要件に関する規則などが不足していること、マニフェストシステム

などが十分に運営できる状況にないこと、さらに訴追等の法の執行面での対応が出来

ていなことなどを整理した。しかし、それらは、これまでEMBがスタッフビューロ
ーとして下部組織を持っていなかったこと、そのため人材、予算が十分に配分されな

かったことが原因と指摘されている。幸いなことにクリーン・エアー・アクトの制定

に伴い、EMB がラインビューローへの転換が図れることになり、今後の組織強化、
人材の能力開発などの可能性が生じてきている。 
 

5.4 第 4章では、有害廃棄物管理への民間参加の現状、民間の参加を促進するための施策
の現状などを整理している。特に経済的なインセンティブについては、使い勝手は別

にして、かなりメニューが充実しているが、資金調達面では、民間による長期資金確

保は非常に困難な状況にあり、国による国際金融の仲介・斡旋が望まれることを示し
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た。 
 
5.5 第 5 章では、登録発生源のうち登録データの有効な 719 事業所を対象に有害廃棄物
発生処理量を整理した。登録発生源 719事業所は、有害廃棄物の発生に関連性の深い
業種の事業所 15万社のわずか 0.5％にすぎないが、従業員規模の大きな企業の登録が
多く、200人以上の潜在発生源 1,400社に対しては約 20％を占める。 
 算定結果を示すと発生量は約 28 万トン、オンサイトのリサイクルと処理量が、約
14万トンと発生量の約 50％はオンサイトで処理されている。オフサイト処理量は 14
万 tであり、その内、民間の処理業者で処理されている量もあるが少なく、現状では
毎年 10万トンが保管ないしは不明の処理になっていると推定される。 
 なお、将来の登録発生源数が 6,500事業所になるこを前提に、有害廃棄物の発生量
を拡大推計すると、240 万トンと現在の登録事業所の約 10 倍になる。近隣や日本の
実態も考慮すると明らかに過大であり、あくまでも参考値として扱うことが必要であ

る。 
 

６． マスタープラン 
6.1 第 2編の最初となる第 6章（第 1編からの連続番号）では、「比」国の有害廃棄物管
理の現状について次のように評価した。 
－ 有害廃棄物登録発生源は、2000 年末現在、1,079 件であり、潜在的な発生源に比
べると登録数は少ない。 

－ 登録発生源による有害廃棄物の発生量は、約 28 万トンであるが、その内、毎年、
10万トン程度を、処理する適切な TSD施設が不在のため、発生源で保管しなけれ
ばならない状況にある。 

－ 大きな問題点は、国が、有害廃棄物の処理フローを把握し、それを管理していない
ことである。このため、発生源、処理業者が、法を遵守した処理を実施しているか

どうか確認できない。 
－ 現在の有害廃棄物処理により、深刻な環境影響が発生している例は幸いにも顕在化
していない。ただし国のモニタリングがまだ十分ではないため顕在化していな可能

性も否定できない。 
 また、問題が生じる主な要因を示すと以下のとおりである。 

• 発生源の有害廃棄物に関する認識の不足と内部の管理体制の不十分性 
• 資本力及び技術力のある民間の処理業者の不在 
• 法・規則及び法の執行の不十分性 

 国が有害廃棄物管理をより一層発展させていくために検討すべき課題を挙げると次

のとおりである。 
１．発生源における有害廃棄物の発生抑制・リサイクルを進めさせ、PPPの原則
の下に適正処理体制の確立を求めること。 

２．処理が不可欠な有害廃棄物の TSD施設の整備を計画的に誘導すること。 
３．法・規則を充実させ、法の執行が可能な体制を強化すること。 
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6.2 第 7章では、有害廃棄物処理・リサイクル対策の基本方針について示した。この章で
は、RA6969及び DAO92-29の理念を発展させ、「有害廃棄物の処理の命題は、人々
への健康被害を予防し、また環境への悪影響を防止するとともに、持続可能な社会を

形成し、未来の世代に負債を残さないことである」を基本理念とし、「Reduce発生抑
制（発生量の削減、有害ポテンシャルの削減）」、「Reuse有効利用」、「Recycleリサイ
クルの推進」、「Proper treatment 適正処理処分による環境負荷の減少」の３R１Pを
この順に、有害廃棄物管理に係る政策的優先順位とした。また、目指すべきゴールを

「法に適合した有害廃棄物の流れの形成」として設定し、それを達成するため以下の

三つの施策目標を設定した。 
• 「比」国の適正な有害廃棄物処理のための必要な施設整備 
• 発生源での適正処理を確立し、発生抑制・リサイクルの推進 
• 十分な法規則の執行及び行政の体制の確立 

 マスタープランに示す施策の体系を総括的に図 1に示す。 
 

6.3 第 8 章は、有害廃棄物の処理方法と処理施設整備構想を示している。これは、第 1
の施策目標を如何に実現すべきかを示しており、マスタープランの中心部分を成す章

である。この章で重要なことは、有害廃棄物の埋立処分は自然に廃棄物を戻す行為で

あり、その受入れ基準を有害廃棄物管理の基本政方針に基づき、またEUの埋立指令
の考え方を参考にして提案した。それにより有機系の有害廃棄物の埋立処分を実質禁

止する提案を行った。この基準の設定により有害廃棄物の種類別の処理方針が確定し、

埋立処分する前の熱処理や固形化処理の位置付けが明確になった。さらに TSD 施設
に関する技術要件を設定し、クリーン・エアー・アクトでは、廃棄物の焼却が禁止さ

れているが、熱処理は禁止されておらず、その条件に適合する技術として溶融プロセ

スの提案を行った。 
 また TSD 施設の整備については、現状の登録発生源の発生量をベースに検討し、
ブロック別の有害廃棄物の発生・処理・処分の実態を踏まえて、ブロック別の TSD
施設の発展のシナリオを次のように作成し、ブロック別の TSD 施設整備の方向を示
した。 

 
第一ステップ 2002-2004 年までに先ずルソン島 CALABARZON 地域に集約化し

たモデル総合的有害廃棄物処理施設（MIF）を整備する。 
第二ステップ 次のステップは、2005-2007 年の間に処理施設整備が当面、困難な

地域で保管輸送施設を整備し、定期的に中央の処理施設に運搬でき
るシステムを構築するとともに、VISAYAS、 MINDANAO の各ブ
ロックに暫定埋立基準による埋立処分場を１個所整備する。 

第三ステップ ルソン島に第 2 の民間による総合処理センターを整備し、また他地
域での施設の拡張を行い全国的に有害廃棄物処理が可能な施設整備
を確立する。 
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図 1 「比」国有害廃棄物管理政策体系

（ゴール）（ゴール）（ゴール）（ゴール）    
法に適合法に適合法に適合法に適合した有害廃した有害廃した有害廃した有害廃
棄物の流れの確立棄物の流れの確立棄物の流れの確立棄物の流れの確立    

２．発生源での適正処理の確立
及び発生抑制・ﾘｻｲｸﾙ推進

１．TSD施設整備の促進 

３．法規則の執行及び行政の体
制強化 

登録・報告義務遵守 

発生抑制・ﾘｻｲｸﾙ推進 

適正処理の実施 

管理体制の確立 

法・規則の充実 

ﾘｻｲｸﾙ施設の整備 

総合的な TSD施設の整備

組織・人材の強化 

関連施策の展開 

��国によるモデル施設整備(MIF) 
��民間による施設整備の誘導 

��民間による施設整備の誘導 

� 監視の計画的実施
��マニフェストの実施 
��経済的手段の導入 
� 啓発

��登録の増加 
��報告義務の遵守 

��技術情報の提供・指導 

��発生源内 TSD施設の設置 
��発生源内の保管施設の設置 

��有害廃棄物管理者の設置 
��ISO14001の取得 

��ｷｬﾊﾟｼﾃｨ・ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
��情報管理の確立 

施策目標施策目標施策目標施策目標    
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 2010年までの「比」国全国の処理施設整備のイメージは、図 2のとおりである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図２ ブロック別の有害廃棄物処理センターの配置 

 また、これら TSD 施設の整備の進め方として、民間の自発的な整備に期待してい
ては進まないこと、その大きな要因として有害廃棄物処理に係るマーケットリスクの

大きさを挙げた。この整備が進まない状態を放置すると環境と人への脅威がより一層

強まることから、早急な施設整備が必要である。しかしながら国の規制措置や必要な

マーケット規模を示すなどの誘導措置のみでは、現状のマーケットリスクを解消する

のは困難であり、国が資金手当てをして、直接、TSD施設を整備することが不可欠で
あることを示した。このような国が建設資金リスクを負担することにより、運営面を

民間に委ね、民間にマーケットリスクを負担させる事業構造を提案した。この事業構

造により施設整備の早期実現を可能にすると同時に民間処理事業の育成も図られ、さ

らに国の有害廃棄物管理行政の発展の契機になり、計り知れない効果があることを示

した。 
 

6.4 第 9章では、有害廃棄物管理は、発生源の処理責任が基本原則となること、その原則
に基づいた適正処理・リサイクル対策を発生源において実現するために、国は、「未登
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録の発生源の登録を増やしていく」、「登録発生源の適正処理を 2004 年までに確立す
る」、「適正処理のために発生源での管理体制を確立する」ことを目標とする施策の展

開の仕方を示した。 
 

6.5 第 10章では、法の執行、行政の強化に関する基本政策のうち、法・規則の充実化や
キャパシティ・ビルディングのため実施すべき具体的な内容について提案している。 
 法・規則面では、「処理基準規則」、「埋立の受入れ基準」、「施設の技術的要求事項」、

「有害廃棄物の分析に関する規則」、「処理・運搬業者の許可に関する規則」を早急に

制定することが必要であり、その他、「有害廃棄物の分類に関するマニュアル」や「当

面の保管方針に関する通達」が必要であるとした。また、登録情報、処理実績、処理

業者等の情報を有害廃棄物管理行政に役立てられるように、電子データベースを整備

し、かつその利用のためのシステムを至急、確立することが必要であること、スタッ

フの有害廃棄物管理能力を高めるためトレーニング・プログラムを開発し、スタッフ

の能力アップを行いつつ、監視を実施していくこと、また、マニフェストの施行の条

件整備をしていくことを示した。 
 
6.6 第 11章では、第 8章で示した、処理・リサイクル施設整備のシナリオに基づき、国
のイニシアティブによるモデル的な総合 TSD施設の整備計画案を検討した。モデル施
設整備の考え方は、今後の発展のための施設としてのモデル性のある施設とし、計画

処理量は、モデル施設であるので、最低限の事業性が成り立つ規模とし、物理化学的

処理：3,000t/y、熱処理：60t/d、埋立処分：10,000t/y、年間トータルで 20,000 程度
の処理量として設定した。マニラ首都圏、CALABARZON地域を対象に TSD施設用
地の 19 の候補地を調査し、5～10ha 施設用地の確保できる優先性の高い候補地を 6
箇所絞りこんだ。概略施設建設コストは、23 億ペソ（57 億円）と概算された。モデ
ル総合 TSD施設の全体像を図 3に示す。 

 
6.7 第 12章では、リサイクル困難な廃棄物の民間による処理対策を推進するため、「保管
対策の推進」、「民間による処理施設整備の促進策」、「適切な法の執行」、「有害廃棄物

処理施設整備及び処理ビジネスのインセンティブの設立」、「ビジネス・リスクの削減

策の実施」等の国の取組むべき施策について示した。 
 

6.8 第 13章は、第 8章から第 12章までの政策、施策について、今後の 3か年間で重点
的に進める行動計画についてまとめている。 
 今後 3年間で達成すべき目標は表 1のとおりである。 
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表1 ３ヵ年間の達成目標 
 目    標 

全体目標 

・モデル施設の建設に着手し、TSD施設整備の開発の基礎をつくる。
・処理施設が整備されるまでの間の保管管理体制を適切に行い、人の
健康及び環境への脅威を防止する。 
・適切な法の執行のための基盤を確立する。 
・登録した発生源の有害廃棄物管理意識の向上を獲得する。 
・以上により適正な有害廃棄物管理の確立を目標とする。 

施設整備 
・事業所自身による処理困難な有害廃棄物の保管管理を進めるととも
に、国が関与したモデル施設の建設に着手し、2005年の操業を目指
す。また、今後の施設整備開発のシナリオを確立する。 

体制強化 
・法の執行のため必要な法制度面の充実化、情報管理体制を確立する。
・現在のキャパシティを 2倍にするようにする。 
・登録の増加、監視の実施などの具体的な成果を示す。 

民間支援 ・民間の意識の啓発を行い、必要な体制整備や、リサイクル活動の成
果を現れるようにする。 

 
 上記の目標を達成するための今後 3年間のアクションを設定すると、表 2に示すと
おりである。また、モデル TSD 施設の建設については、国のイニシアティブにより
計画の策定、政府傘下の公企業の事業主体としての指名から、資金確保面まで進める

必要があり、F/S調査から実際に操業するまでに、取組むべき事項とそのスケジュー
ルを表 3のように提案した。短期計画を実行していくために必要なDENR/EMB及び
国の他の機関、有害廃棄物地方政府、金融機関、発生源、業界団体、NGO 等の関係
者の役割を示すとともに、計画の進行管理を PDCA（Plan-Do-Check-Action）のサ
イクルで、かつ評価指標を設定して進めること、その成果を公にすることを提案した。 

表3 モデル施設建設、操業のスケジュール 

 2001 2002 2003 2004 2005 
・事業主体確定      
・サイトの設定      
・F/Sの実施      
・環境影響調査      
・国内合意      
・実施計画作成      
・地元との合意      
・資金調達      
・ECC      
・発注仕様書作成      

・施設建設入札      
・施設建設      
・運転管理会社入札      
・部分操業      
・全面操業      
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6.9 最後の第 14章では、本レポートで提案した構想及び短期の行動計画を前進させるた
めに、国が、直ぐにでも取組むべきことについて改めて示した。特に法の充実が有害

廃棄物管理の基礎になることを強調し、また、国が直接関与したモデル TSD 施設整
備が、今後の「比」国の有害廃棄物管理の発展のために不可欠であること、そのため

早急に F/Sを開始すべきことを強調した。 
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表2 有害廃棄物管理のための短期行動計画 
キー領域 アクション＆対策 2001年 2002年 2003年 

Ⅰ施設整備の促進     
①F/S調査／環境調査    
②国の事業化の意思決定    
③資金確保    

１モデル TSD施設の整備 

④施設建設    
     
２民間処理施設の普及 ①地域・ブロック別の TSD施設整備促進計画    
     

①国の保管に係る方針の作成    
②EMB地方事務所に対する保管方針の通達の交付    
③EMB 地方事務所による発生源保管対策に関する調査
の実施 

   

④発生源保管対策の評価と対応方針の作成    
⑤発生源の組織化と共同保管施設の整備誘導    

３過渡的対策の整備 

⑥施設整備スケジュール化    
     
Ⅱ組織強化     

①処理基準規則    
②埋立の受入れ基準    
③TSD施設の技術的要件    
④有害廃棄物の分析に関する規則    
⑤処理・運搬業者の許可に関する規則    

１有害廃棄物関連規則の
整備 

⑥有害廃棄物の分類に関するマニュアル    
     

①既存データの更新    ２情報管理システム 
②データベース・システムの確立と運用    

 ③地方事務所の電子機器整備    
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キー領域 アクション＆対策 2001年 2002年 2003年 
     
３監視体制の強化 ①監視体制強化プログラムの作成    
 ②発生源、TSD施設の監視マニュアルの作成    
 ③地方事務所ごとの監視計画の作成    
 ④未登録発生源調査計画の作成    
 ⑤発生源、TSD施設の監視の実施    
 ⑥発生源登録の増加    
 ⑦必要予算及び要員の増加    
     
４執行能力向上 ①訴追の調査及び手続きマニュアル    
 ②警察、検察、自治体とのネットワークの強化    
     
５担当職員の能力アップ ①トレーニング・プログラムの開発    
 ②トレーニングの実施    
     
６財政力強化 ①RA6969の特別基金等の制度確立    
 ②廃棄物税の検討    
     
Ⅲ民間の啓発・リサイクルの促進    
１民間リサイクルの促進 ①政府によるリサイクル促進に係る方針の作成    
 ②地方事務所に対するリサイクル方針の通達の交付    
 ③地方事務所による管轄内の発生源にリサイクルの指導    
 ④リサイクル事業者と国との協議会設置    
 ⑤発生源へのリサイクル業者情報の提供    
 ⑥リサイクル施設整備のバック・アップ    
     
２民間啓発の実施 ①経営者啓発セミナー    
 ②有害廃棄物管理責任者セミナー    
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UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画

UNEP United Nations Environment Programme 国連環境計画

UNIDO United Nations Industrial Development Organization 国連工業開発機構

USAEP US Asia Environmental Partnership 米国・アジア環境パートナーシッ
プ

USAID United States Agency for International Development 米国国際開発庁

W WTF Wastewater Treatment Facility 廃水処理施設

WTS Waste Tracking System マニフェスト
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